
競技上の諸注意 

【 出場される方は必ずお読みください 】 

 

協会杯 チーム別対抗戦でのサスペンションポイント 

1.） 身代わり出場 【参加資格の違反による失格】 

今年度川口市テニス協会に登録していない選手並びにチーム別団体戦に選手登録をしていない

選手が参加した場合、そのチーム及び個人はペナルティーの対象となります。 

チームとして３P （個人として３P） 

2.） 試合前の挨拶（オーダー票交換並びに選手紹介）【オーダー間違い等による失格】 

正当な理由なく試合前の挨拶に参加しない選手が試合に参加した場合、そのチーム及び個人はペ

ナルティーの対象となります。 

チームとして 3P （個人として 3P） 

3.） 試合後の挨拶 【理由なく試合後の挨拶に欠場】 

正当な理由なく試合終了時の挨拶に参加者全員が参加しない場合、そのチーム及び個人はペナ

ルティーの対象となります。 

チームとして 2P （個人として 2P） 

4.） 臨時駐車場使用への協力 【コート外での反倫理行為(会場内)】 

決められた台数以上の利用や、身代わりでの駐車場利用など利用上の注意を意図的に守らない

場合、そのチーム及び個人はペナルティーの対象となります。 

チームとして 2P （個人として 2P） 

5.） 試合途中欠場 【試合途中の欠場】 

正当な理由がなく試合途中に棄権した場合、そのチーム及び個人はペナルティーの対象となる。 

体力的消耗や怪我等はこの限りではないが、欠場した場合当日の他の試合には参加できません。 

チームとして 1P （個人として 1P） 

大会終了時にペナルティー対象となった事例は公表いたします。 

 

サスペンションポイントは上記の基準によって科せられ、このポイントは翌年の同大会終了時まで加算

され、大会終了後前年度分は消滅します。 

ポイントを合算して 3 ポイントに達した場合、その時点でそのチーム並びに選手個人は 1 年間の参加

資格停止となります。 

 

 

 


